
太田市労働団体補助金交付要綱 

 （趣旨）  

第１条 この要綱は、労働団体が行う勤労者の福利厚生事業の一部について助成するも

ので、その交付に関し、太田市補助金等に関する規則（平成１７年太田市規則第７６

号）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。  

 （交付団体）  

第２条 補助金交付対象団体は、連合群馬太田地域協議会及び市長が必要と認める労働

団体とする。  

 （補助金の額）  

第３条 補助金は、当該年度における全体事業費の２分の１以内とし、予算の範囲内で

交付する。  

 （交付対象経費）  

第４条 補助金は、第１条に掲げる事業運営上必要と認められる対象事業に充てるもの

とし、対象経費は、報償費、旅費、需用費、役務費及び使用料とし、他の用途に使用

してはならない。  

 （帳簿等の備付け）  

第５条 補助事業の認定を受けて事業を行う者は、補助事業に係る収入及び支出を明瞭

にした帳簿を備え、当該収入及び支出について根拠となる書類を整理し、かつ、当該

帳簿及び証拠書類を事業完了の日の属する会計年度の翌会計年度から５年間保管して

おかなければならない。  

 （その他）  

第６条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。  

   附 則  

 （施行期日）  

１ この要綱は、平成１７年３月２８日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この要綱の施行の日の前日までに、合併前の太田市労働団体補助金交付要綱（平成

１３年４月１日太田市制定）の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、こ

の要綱の相当規定によりなされたものとみなす。  



 （この要綱の失効）  

３ この要綱は、令和９年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、この要綱の規定

により補助金の交付の決定を受けた者については、第５条の規定は、この要綱の失

効後も、なおその効力を有する。  

   附 則  

 この要綱は、平成２１年３月３１日から施行する。  

   附 則  

 この要綱は、平成２４年３月３１日から施行する。  

   附 則  

 この要綱は、平成２７年３月３１日から施行する。  

   附 則  

 この要綱は、平成３０年３月３１日から施行する。 

   附 則  

 この要綱は、令和３年３月３１日から施行する。  

    附 則  

 この要綱は、令和６年３月３１日から施行する。ただし、第２条の改正規定は、同年

４月１日から施行する。 

 

  


